
千円

≪歳出（充当先）≫
　

令和元年度決算における地方消費税交付金（社会保障財源化分）が
充てられている社会保障４経費その他社会保障施策に要する経費

　令和元年10月1日から消費税率が8％から10％に引き上げられました。消費税率引上げの趣旨は、今後も増加
が見込まれる「社会保障４経費」の財源確保にあることから、増収分については、その使途を明確にし、全額
を「社会保障４経費」「社会保障施策に要する経費」に充てる旨地方税法に明記されました。
　これを踏まえ、鎌ケ谷市では、地方消費税交付金（社会保障財源化分）について、次のとおり充当しまし
た。

※「社会保障４経費」とは、
　制度として確立された年金、医療及び介護の社会保障給付並びに少子化に対処するための施策に要する経費
※「社会保障施策に要する経費」とは、
①社会福祉（生活保護、児童福祉、母子福祉、高齢者福祉など）
②社会保険（国民健康保険、介護保険、年金など）
③保健衛生（医療費に係る施策、感染症その他の疾病予防対策、健康増進対策など）

≪歳入≫

　地方消費税交付金（社会保障財源化分） 784,604

1,588,499 1,339,460 0 0 53,923 195,116

その他

社会福祉

子ども医療費助成に要する経費
（子ども医療費助成金）

338,581 101,134 0 0 51,413 186,034

児童手当に要する経費
（児童手当）

区分 充当事業
令和元年度

決算額

財　源　内　訳
特　定　財　源 一　般　財　源

国県支出金 地方債

176,935

その他
地方消費税
交 付 金

生活保護に要する経費
（生活保護費）

2,314,624 1,842,588 0 0 102,207 369,829

施設型給付に要する経費・民間
保育所整備助成事業
（管内民間保育所運営委託）

887,433 494,941 0 166,659 48,898

1,096,553 49,565 0 0 226,699 820,289

927,914

社会保険

国民健康保険特別会計繰出金
（国民健康保険特別会計繰出金） 653,439 337,801 0 0 68,343 247,295

介護保険特別会計繰出金
（介護保険特別会計繰出金）

小計 5,129,137 3,778,123 0 166,659 256,441

707,333

小計 2,652,807 387,366 0 0 490,524 1,774,917

後期高齢者医療費負担金に要する経費
（療養給付費負担金） 902,815 0 0 0 195,482

6,426 0 66,700 37,639 136,190

2,839,021合計 8,028,899 4,171,915 0 233,359 784,604

保健衛生

予防接種に要する経費
（各種予防接種）

246,955 6,426 0 66,700 37,639 136,190

小計 246,955


